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はじめに 

 

 

   我が国において，かつては当たり前のようにあった地域社会の助け合い

の機能が弱まり，地域住民同士のつながりも薄れ，そのことが，生活上の

様々な問題が顕在化・深刻化している要因の一つとなっています。その状

況は旭川市においても例外ではなく，地域社会のつながりの重要性が再認

識されています。 

   旭川市では，これまで「第１期旭川市地域福祉計画」，「第２期旭川市地

域福祉計画」に基づき，市民や福祉サービスを提供する事業者の皆様と協

力して，すべての人が安心して暮らせる地域社会を創るための取組を進め

てまいりました。 

  このたび，第２期計画の計画期間が終了することから，これまでの取組

の成果と今後の課題を踏まえて，今後５年間の地域福祉を推進するに当た

っての指針であります「第３期旭川市地域福祉計画」を策定しました。第

３期計画は，第１期・第２期の基本理念を引き継ぎ，「市民一人ひとりが個

人として尊重され，人と人とのふれあいを深め，心豊かで住みよい地域コ

ミュニティを育み，安心して暮らせる地域社会」の実現に向けて，市民や

福祉サービスを提供する事業者の皆様と共に取り組む施策をまとめ，重点

的取組事項として「社会的に孤立している要援護者の把握と支援」「災害時

避難行動要支援者名簿の作成と地域との情報共有に向けた取組」を掲げま

した。 

   市民や福祉サービスを提供する事業者の皆様には，地域福祉の推進に関

して，より一層の御参加と御協力をくださいますようお願い申し上げます。 

   計画の策定に当たり，旭川市社会福祉審議会地域福祉専門分科会の委員

の皆様をはじめ，御協力をいただきました多くの方々に心から感謝を申し

上げます。 

 

   

    平成２６年３月 

 

                 旭川市長 西 川 将 人 
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